
3 平成27年（2015年）11月25日 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653

12
月
10
日（
木
）午
後
1
時
〜
3
時
、
市
役
所
1
階
多
目
的
プ
ラ
ザ
で
猫
の
譲
渡
相
談
会
を
行
い
ま
す
。
直
接
会
場
へ
問
環
境
対
策
課
環
境
推
進
係
・
内
線
2
2
4
3

●「
ふ
る
さ
と
納
税
」制
度
に
よ
る
市

民
税
・
都
民
税（
住
民
税
）の
寄
附
金

税
額
控
除
の
拡
充　

住
民
税
の
寄
附

金
税
額
控
除
に
つ
い
て
、「
ふ
る
さ
と

納
税
」に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
限

度
額
が
、
調
整
控
除
後
の
住
民
税
所

得
割
額
の
2
割（
改
正
前
1
割
）に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す〔
平
成
27
年
1
月

1
日
以
後
の
寄
附
金
か
ら
適
用
〕。

●「
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
制
度
」の
創
設　

確
定
申
告
が

不
要
な
給
与
所
得
者
等
が
ふ
る
さ
と

納
税
を
行
う
際
、
5
団
体
以
内
で
あ

れ
ば
寄
附
先
の
団
体
に
特
例
の
申
請

を
す
る
こ
と
で
確
定
申
告
を
行
わ
な

く
て
も
寄
附
金
税
額
控
除
を
受
け
ら

れ
る「
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
制
度
」が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

途
変
更
し
た
方
▼
一
棟
の
家
屋
に
住

宅
用
と
業
務
用
の
部
分
が
あ
り
、
一

部
ま
た
は
全
部
を
用
途
変
更
し
た
方

▼
住
宅
用
地
の
一
部
ま
た
は
全
部
を

月
極
駐
車
場
等
に
用
途
変
更
し
た
方

▼
月
極
駐
車
場
等
の
一
部
ま
た
は
全

部
を
住
宅
用
地
に
用
途
変
更
し
た
方

問
課
税
課
▼
土
地
係
・
内
線
1
2
1

5
▼
家
屋
係
・
内
線
1
2
2
1

土
地
・
家
屋
調
査
を
実
施
中

　

市
は
現
在
、
来
年
度
の
固
定
資
産

税
の
課
税
に
必
要
な
評
価
額
を
決
め

る
た
め
、
新
築
や
増
築
し
た
家
屋
と

土
地
の
現
況
調
査
を
し
て
い
ま
す
。

身
分
証
明
書
を
携
帯
し
た
市
職
員
が

家
屋
の
間
取
り
や
仕
上
げ
材
を
確
認

す
る
こ
と
や
、
宅
地
内
や
畑
な
ど
に

立
ち
入
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。
な
お
、
平
成
27
年
1
月
2
日

以
降
に
土
地
の
利
用
状
況
に
変
更
の

あ
っ
た
方
は
土
地
係
ま
で
、
従
来
の

家
屋
を
取
り
壊
し
て
滅
失
登
記
が
済

ん
で
い
な
い
方
は
家
屋
係
に
ご
連
絡

〔
平
成
27
年
4
月
1
日
以
後
の
寄
附

金
か
ら
適
用
〕な
お
、5
団
体
を
超
え

る
自
治
体
に
ふ
る
さ
と
納
税
を
行
っ

た
方
や
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
確
定
申
告
や
住
民
税
の

申
告
を
行
う
方
は
、
こ
れ
ま
で
同
様

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

●
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収（
天

引
き
）制
度
の
改
正　

平
成
28
年
10

月
以
降
、
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
す
▼
仮
徴
収

税
額
の
算
定
方
法
の
変
更
＝
特
別
徴

収
税
額
の
平
準
化
を
図
る
た
め
、
仮

徴
収
税
額
が「
前
年
度
分
の
公
的
年

金
等
に
係
る
住
民
税
額
の
2
分
の
1

に
相
当
す
る
額
」と
な
り
ま
す
。

▼
転
出
・
税
額
変
更
の
場
合
の
特
別

徴
収
の
継
続
＝
公
的
年
金
か
ら
の
特

別
徴
収
対
象
者
が
他
の
市
区
町
村
に

転
出
し
た
場
合
や
特
別
徴
収
の
税

額
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
、
普
通
徴

収（
個
人
で
納
付
）に
切
り
替
わ
っ
て

い
ま
し
た
が
、
一
定
の
要
件
の
下
で

特
別
徴
収
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

　

く
わ
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
市
民
税
係
・
内
線
1
2
0
6

住
宅
用
地
等
の
申
告
を
お
願

い
し
ま
す

　

土
地
に
か
か
る
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
は
、
利
用
状
況
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
利
用
用

途
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
市
へ

の
連
絡
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
市

内
に
土
地
ま
た
は
家
屋
を
所
有
し
、

平
成
27
年
1
月
2
日
以
降
に
利
用
状

況
に
変
更
が
あ
り
、
次
の
事
項
に
該

当
す
る
方
は
、
住
宅
用
地
等
申
告
書

を
課
税
課
土
地
係
・
家
屋
係（
市
役

所
1
階
38
番
窓
口
）へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い（
申
告
書
は
同
係
で
配
布
）▼
業

務
用（
店
舗
・
事
務
所
な
ど
住
宅
以

外
の
用
途
）家
屋
を
住
宅
に
用
途
変
更

し
た
方
▼
住
宅
を
業
務
用
家
屋
に
用

く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
▼
土
地
係
・
内
線
1
2
1

5
▼
家
屋
係
・
内
線
1
2
2
1

学
童
保
育
所
申
請
受
付
期
間

11
月
27
日（
金
）〜
12
月
11
日（
金
）

　

受
付
時
間
等
は
次
の
通
り（
保
護

者
が
申
請
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
不
可
）。
く
わ
し
く
は「
入
所
申

請
の
ご
案
内
」を
ご
覧
に
な
る
か
、お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
子
ど
も
育
成
課（
市
役
所
1
階
23

番
窓
口
）＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
後

5
時
15
分〔
土
曜
・
日
曜
日
は
午
前

9
時
〜
正
午
と
午
後
1
時
〜
5
時
〕

▼
各
学
童
保
育
所
＝
午
前
11
時
〜
正

午
、午
後
1
時
〜
6
時（
土
曜
日
は
午

前
8
時
30
分
〜
正
午
、
午
後
1
時
〜

5
時
。
日
曜
日
を
除
く
）。

　
「
入
所
申
請
の
ご
案
内
」は
子
ど
も

育
成
課
・
各
学
童
保
育
所
・
窓
口

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
女
性
総
合
セ

ン
タ
ー
1
階
）な
ど
で
配
布
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

問
子
ど
も
育
成
課
子
ど
も
育
成
係
・

内
線
1
3
0
0

「
歳
末
た
す
け
あ
い
運
動
」

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

歳
末
た
す
け
あ
い
運
動
で
寄
せ
ら

れ
た
募
金
は
、
福
祉
活
動
を
進
め
る

た
め
、
大
切
に
使
わ
れ
ま
す
。

●
募
金
受
付　

時
12
月
1
日（
火
）〜

28
日（
月
）場
立
川
市
社
会
福
祉
協
議

会（
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

●
平
成
28
年
版
カ
レ
ン
ダ
ー
・
手
帳

を
ご
寄
贈
く
だ
さ
い　

歳
末
た
す
け

あ
い
運
動
の
一
環
で
、
カ
レ
ン
ダ
ー

や
手
帳
の
配
布
を
行
い
な
が
ら
街
頭

募
金
活
動
を
行
う
団
体
が
あ
り
ま
す
。

不
要
な
平
成
28
年
版
カ
レ
ン
ダ
ー
や

手
帳
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
12
月
25
日

（
金
）ま
で
に
、
立
川
市
社
会
福
祉
協

議
会
に
ご
寄
贈
く
だ
さ
い
。

問
立
川
市
社
会
福
祉
協
議
会
総
務
担

当
☎（
5
2
9
）8
3
0
0

公
開
す
る
会
議
日
程

　

市
は
、
審
議
会
な
ど
の
会
議
を
公

開
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
直
接
会

場
へ（
先
着
順
）

●
特
別
職
報
酬
等
審
議
会　

時
11
月

26
日（
木
）午
後
7
時
か
ら
場
市
役
所

302
会
議
室
定
10
人
問
人
事
課
人
事

係
・
内
線
2
5
7
3

●
教
育
委
員
会
定
例
会　

時
・
場
▽

12
月
10
日（
木
）午
後
1
時
30
分
か
ら

＝
市
役
所
208
・
209
会
議
室
▽
12
月
24

日（
木
）午
後
1
時
30
分
か
ら
＝
市
役

所
302
会
議
室
定
各
20
人
問
教
育
総
務

課
庶
務
係
・
内
線
2
4
6
5

●
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に

暮
ら
し
や
す
い
立
川
を
つ
く
る
条
例

（
仮
称
）策
定
検
討
委
員
会　

時
12
月

14
日（
月
）午
前
10
時
か
ら
場
市
役

所
101
会
議
室
定
10
人〔
手
話
通
訳
等

を
希
望
す
る
方
は
12
月
7
日（
月
）

ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
〕問
障

害
福
祉
課
・
内
線
1
5
1
6
Fax（
5

２
９
）８
６
７
６
eshougaifukush

i@
city.tachikaw

a.lg.jp

▷国民健康保険料第5期分▷後期高齢
者医療保険料第5期分▷介護保険料第
5期分

11月30日月今月の
納期

納付書裏面等に記載の場所で納付してくださ
い問国民健康保険料＝保険年金課賦課係・
内線1416、後期高齢者医療保険料＝保険年
金課賦課係・内線1406、介護保険料＝介護
保険課介護保険料係・内線1446

　市民の皆さんには、市税や国民健康保険料を期限内に納
付いただいていますが、一部には納付する資力がありなが
ら滞納しているケースもあります。市は督促や催告などを
行っていますが、納付がない場合、法律に基づき、所有す
る自動車のタイヤロックのほか、下表の例のような差し押さ
えによる滞納処分を行っています。差し押さえは事前の連
絡等をせずに執行します。
　なお、病気や失業など、収入が不安定で納期内に納める
ことが困難な場合はお早めにご相談ください。

　平日に納付相談ができない方を対象に、休日窓口を開設。
●対象となる税・保険料　市税、国民健康保険料、後期高
齢者医療保険料
時12月５日㈯・６日㈰、午前９時～午後４時〔要事前申込〕
場収納課（市役所１階34番窓口・受け付けは多目的プラザで）
申11月25日㈬～ 12月4日㈮に収納課・内線1249へ

　市は、安定した税収と納税の公平性確保を目指して、個
別の訪問や夜間電話催告を行うほか、差し押さえなどの滞
納処分の取り組みを強化しています。

預貯金 生命保険

金融機関に対して
預貯金の調査を行い、預貯金
を差し押さえます。

生命保険会社に対
して調査を行い、生命保険を
差し押さえ、解約返戻金等を
滞納税に充当します。

給　与 不動産

勤務先などに対して給
与などの調査を行い、
法律で定められた額を
差し押さえます。

不動産を差し押さ
えます。その内容が登記簿に
記載され、権利者にも通知し
ます。

動　産 売掛金

自宅、関係先を捜
索し、貴金属や電化製品など
の動産を差し押さえます。

商取引先に対して
調査を行い、売掛代金を差し
押さえます。

納付する資力のある滞納者に差し押さえを実施

12月５日㈯・６日㈰ 休日相談窓口を開設

滞納処分の具体例

12月はオール東京滞納
ＳＴＯＰ強化月間

税
制
改
正
に
よ
り
、
主
に
次

の
内
容
が
改
正
さ
れ
ま
す

平
成
28
年
度
か
ら

市
民
税・都
民
税
の
変
更
点

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から受け付け）
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